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町田市街づくり景観審議会条例 
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令和６年(２０２４年)２月２２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市街づくり景観審議会条例 

（設置） 

第１条 町田市の街づくり及び景観づくりの総合的な推進に資するため、町田市街づ

くり景観審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申す

る。 

（１）町田市景観条例（平成２１年６月町田市条例第２３号）の規定により審議会の

権限に属する事項 

（２）町田市住みよい街づくり条例（令和３年１２月町田市条例第４０号）の規定に

より審議会の権限に属する事項 

（３）町田市屋外広告物条例（令和  年  月町田市条例第  号）の規定により

審議会の権限に属する事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、街づくり及び景観づくりの総合的な推進に関し市

長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１６人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 ７人以内 

（２）街づくり又は景観づくりに関係する団体の代表 ７人以内 

（３）公募による市民 ２人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、通算して１０年を限度

とする。 
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（臨時委員） 

第５条 市長は、特別又は専門の事項を調査審議するために必要があると認めるとき

は、審議会に臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員の任期は、前項の特別又は専門の事項の調査審議が終了したときまでと

する。 

（会長） 

第６条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理す

る。 

（専門部会） 

第７条 専門の事項を調査するため、又は町田市屋外広告物条例第２８条第１項第２

号に掲げる屋外広告物等の許可に関する事項（以下「特例許可事項」という。）に

ついて調査審議するため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができ

る。 

２ 専門部会は、会長が指名する委員５人をもって組織する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門の事項の調査又は特例許可事項の調査

審議の経過及び結果を審議会に報告する。 

５ 審議会は、特例許可事項に係る専門部会の議決をもって町田市屋外広告物条例第

２８条第２項の答申に係る審議会の議決とすることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町田市規

則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

（町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３３年４月

町田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 

（１）～（47）略 （１）～（47）略 

（48）街づくり景観審議会委員 （48）街づくり審査会委員 

（49）～（53）略 （49）～（53）略 

（54）削除 （54）景観審議会委員 

（55）～（70）略 （55）～（70）略 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職名 報酬額 

略 略 

街 づ く

り 景 観

審議会 

会長 日額 ２５，５００円 

学 識 経

験者 

日額 ２１，７００円 

そ の 他

委員 

日額 １０，０００円 

略 略 

   

  

 

  

 

略 略 
 

職名 報酬額 

略 略 

街 づ く

り 審 査

会 

会長 日額 ２５，５００円 

学 識 経

験者 

日額 ２１，７００円 

そ の 他

委員 

日額 １０，０００円 

略 略 

景 観 審

議会 

会長 日額 ２５，５００円 

学 識 経

験者 

日額 ２１，７００円 

そ の 他

委員 

日額 １０，０００円 

略 略 
  

（準備行為） 

３ 第３条第２項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日

前においても、同項の規定の例によりすることができる。 
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